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平成 27 年 3 月 17 日 各  位 神奈川県相模原市南区古淵二丁目 14 番 20 号 ブ ッ ク オ フ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社 代 表 者    代 表 取 締 役 社 長   松 下 展 千 （コード番号：3313 東証第一部） 問 合 せ 先    取 締 役 執 行 役 員   堀 内 康 隆 電 話 番 号 042-750-8588  「内部統制システム構築の基本方針」の改定に関するお知らせ   当社は、平成 27 年 3 月 17 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の内容の改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。 変更内容は、以下の通りです。  記 
 内部統制システム構築の基本方針（平成 27年 3月 17日改定） 
 

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （１） 法令、社会規範、企業倫理等の遵守・尊重に関する基本方針・行動規範である「コンプライアンス・ガイドライン」を策定し、当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）の取締役及び執行役員（以下「役員」という。）並びに従業員に周知する。 （２） コンプライアンス管理委員会を設置し、当社グループにおける法令、定款および社内規程の遵守状況等の確認と問題点の指摘及び改善策の提案等を行う。 （３） 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口を社外法律事務所等を通報先として設置し、当社グループの役員及び従業員を対象として運用する。 （４） 業務執行部門から独立した内部監査部門が、当社グループ全体の内部監査を実施する。 （５） 反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察・弁護士等と緊密に連携し、当社グループを挙げて毅然とした姿勢で対応する。 
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 （１） 文書（電磁的記録を含む。）の保存・管理についての規程を策定し、当社グループにおける文書管理の責任及び権限並びに文書の保存期間・管理方法等を定める。 （２） 情報セキュリティ管理についての規程を策定し、適切な情報セキュリティレベルを確立・維持する。 （３） 情報システム管理についての規程を策定し、情報システムを安全に管理・維持する。 
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 （１） リスクへの対応についての規程を策定し、当社グループにおけるリスク情報の伝達・共有と初期対応及び対策本部の設置・運用を適切に行う。 （２） リスク管理委員会を設置し、当社グループにおけるリスクの確認と対応策の審議・提案を行う。 
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 （１） 当社グループにおける会議体と部署及び役職の権限を規程に定め、適正かつ効率的な意思決定と職務の執行を確保する。 
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（２） 業務の効率化を当社グループ横断で推進する。 （３） 情報システムの利用を通じて当社グループの役員及び従業員の適切な情報伝達と意思疎通を推進するとともに、会議体の資料等の事前確認及び保管・閲覧を適切に行う。 
5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 （１） 当社子会社を当社の一部署と位置づけ、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する。 （２） 内部監査部門は、当社子会社を含めた当社グループ全体の内部監査を実施する。 
6. 財務報告の適正性を確保するための体制 （１） 経理についての規程を策定し、法令及び会計基準に従って適正な会計処理を行う。 （２） 法令及び証券取引所の規則を順守し、適正かつ適時に財務報告を行う。 （３） 内部監査部門は、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて評価及び改善結果の報告を行う。 （４） 財務報告に係る内部統制が適正に機能することを継続的に評価し、適宜改善を行う。 
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 （１） 監査役より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査役と協議のうえ人選を行う。 （２） 当該使用人の人事については、常勤監査役と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する。 （３） 当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。 
8. 監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制 （１） 当社グループの役員及び従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により監査役に報告する。 （２） 内部監査部門は、監査の結果を適時、適切な方法により監査役に報告する。 （３） 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査役に報告する。 （４） 内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通報を希望する場合は速やかに監査役に通知する。 
9. 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 （１） 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 
10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 （１） 代表取締役は、監査役と定期的な会合を実施するとともに、常勤監査役へ適宜必要な情報を提供し、監査役との意思の疎通を図る。 （２） 内部監査部門と監査役は、適宜情報交換を行うとともに、連携して監査を行う。 （３） 当社グループの役員及び従業員は、監査役またはその補助使用人から業務執行に関する事項について報告及び関係資料の提出を求められたときは迅速適切に対応する。 （４） 常勤監査役は、当社グループの重要な会議に参加するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な書類を閲覧し、重要な意思決定の過程や業務の執行状況を把握する。 以 上 
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   本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先 
    経営企画部    井上 徹 
    佐々木 真吾 
   電話：042-750-8588 

 

  



 

 

（添付資料） 改定前 内部統制システム構築の基本方針 1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 （１） 当社は、コンプライアンスが事業の発展と継続の大前提であることを踏まえて、その基本原則として「コンプライアンス・ガイドライン」を制定し、当社グループの役員および従業員が社会を構成する一員として国内外の法令を遵守し、社会規範を尊重して行動することを義務付けます。 （２） 「コンプライアンス・ガイドライン」では、経営理念である「事業活動を通じての社会への貢献」、「全従業員の物心両面の幸福の追求」をすべての出発点とし、その実現のための具体的指針として、ステークホルダー（従業員、お客様、株主・投資家、フランチャイズ加盟店、取引先、社会等）との関係において守るべき規範や、役員および従業員の具体的行動指針を規定し、その遵守・実行を徹底することを求めております。 （３） 当社は、「コンプライアンス・ガイドライン」に基づき、内部通報窓口を設置しております。当社グループの役員および従業員は、グループ各社の役員または従業員による法令違反および社内規程違反（法令および社内規程遵守に関する重要な事実を含む）を発見した場合は、コンプライアンス管理委員長および社外弁護士を情報受領者とする内部通報窓口に直接報告するものとしております。この場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに、通報者に不利益が及ばないことを確保しております。 （４） 当社は、コンプライアンスの体制を整備するために、社長により指名された執行役員を委員長とする「コンプライアンス管理委員会」を設置しております。「コンプライアンス管理委員会」は、関係する部署の長またはこれに準じる者をメンバーとし、当社グループのコンプライアンス体制整備と問題点の把握に努め、取締役会など当社グループの各会議体にコンプライアンスに関する提言や報告などを適宜行います。 また、コンプライアンス管理委員会では、「コンプライアンス・ガイドライン」の適宜見直しや、浸透を図るための施策の提案等を行うほか、常勤監査役および内部監査部長の出席を求め、同ガイドラインの遵守体制確保の検証を行っております。 （５） 当社取締役および執行役員は、当社グループの役員および従業員が国内外の法令と社内規程を遵守し、社会規範に則った行動を取るよう徹底させるために、当社グループの役員および従業員に対してコンプライアンスに関する教育研修を実施します。 （６） 社長が内部監査部を直轄し、内部監査部は当社グループの内部監査を実施または統括し、社長に内部監査の結果について適宜報告します。 （７） 当社は、反社会的勢力との関係を排除し、これら反社会的勢力からの不当要求に対しては、法的対応を含め毅然と対応するものとし、当社の役員および従業員に対してその徹底を図ります。 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 取締役会ほか、取締役の職務執行に係る記録文書（電磁的な記録を含む）およびその他の重要な情報を、法令および社内規程に従って適切に保存および管理します。 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 （１） 当社は、当社グループの事業環境を適時的確に把握してリスクに対応するために、社長により指名された執行役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置しております。「リスク管理委員会」



 

 

は、関係する部署の長またはこれに準じる者をメンバーとして、以下のリスクについて検証し、その結果を随時取締役会に報告します。 ① 法令の新設や改廃、情報通信技術の進化等により事業環境が大きく変化するリスク ② 事業の収益性の監視および財務バランスの確保 ③ 財務報告の適正性の確保 ④ 当社グループの役員および従業員の不適切な業務執行によるリスク ⑤ その他、取締役会が重要と判断するリスク （２） 「リスク管理委員会」は、災害や事故、その他事業活動に重大な支障が生じた場合に備えて、緊急対応体制を整備します。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 （１） 当社は、監査役会を設置します。また、経営と執行の分離による迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を採用します。 （２） 当社は、社外取締役および社外監査役を含めた全ての役員が出席する取締役会を毎月１回以上開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催します。 （３） 当社は、当社グループの経営に関わる重要な事項を協議、決定する機関として、取締役会のほかに、経営会議（役付取締役、取締役会で会議構成員に選任された取締役および執行役員、並びに常勤監査役が参加する会議）を原則として毎週 1 回開催します。 （４） 当社は、当社グループの業務執行に係わる情報を各部門で共有し、適切な業務執行が行われる体制を確保するため、運営会議（社内取締役、常勤監査役、執行役員、各部署の長（内部監査部を含む）が参加する会議）を原則として毎月 1 回開催します。 （５） 当社代表取締役、業務を執行する取締役は、取締役会などの重要な会議において随時その業務執行状況を報告します。 5. 財務報告の適正性を確保するための体制 （１） 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規程を定めます。 （２） 総務部は、信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備および運用の体制を構築します。 （３） 内部監査部は、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備等があれば必要な是正を行うよう指示するとともに、その内容を社長に適宜報告します。 6. 当該株式会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 （１） 当社は、当社グループの業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」を制定し、同規程において関係会社を当社グループの一部署と位置づけ、当社グループ統一の「職務権限・稟議決裁基準表」を適用するとともに、関係会社に関する重要事項については当社取締役会または経営会議においてその決裁を行うこと等により、関係会社に対する統制を行い、その業務の適正を確保する体制を整えております。 （２） 内部監査部は、当社グループにおける内部監査を自ら実施または統括します。 （３） 監査役は、当社グループの業務執行の適正性を確保するために、内部監査部、会計監査人およびグループ各社の内部監査担当部門および監査役と緊密に連携します。 



 

 

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の独立性に関する事項 監査役より、監査役の職務を補助すべき使用人の設置について申し出があった場合には、総務部を管掌する取締役は常勤監査役と協議の上で人選を行います。なお、当使用人に関する人事については、常勤監査役の事前の同意を得るものとします。 8. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 （１） 当社は、各部署および当社グループにおいて業務執行の適正性を確保するために、監査役との経営情報の共有を推進します。常勤監査役は、業務に関する重要な意思決定の過程とその執行状況を把握するために、取締役会、経営会議および運営会議のほか、重要な会議に出席します。 （２） 当社取締役および執行役員は、以下に定める事項について、事実を認識した時点で速やかに常勤監査役に報告します。 ① グループ各社、または各社の役員および従業員による法令違反（またはその恐れがある）事項に関する全ての事項 ② 社内規程違反に関する全ての事項 ③ 当社グループの信用を大きく毀損させる恐れのある事項 ④ 当社グループの業績または財務状況に大きな影響を与える事項 ⑤ その他総務部を担当する執行役員が必要と判断した事項 （３） 当社グループの役員および従業員は、内部監査部または監査役から業務執行に関する報告、説明または関係資料の提出を求められたときは、迅速かつ誠実に対応します。  


